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県教育委員会が利用するネットワーク等について 
１ 概要 

（１） 教育委員会ネットワーク構築の理由 

情報社会の進展により、県立学校においても教員と生徒がともにICTを活用す

る学習環境を構築する必要があったため、県教育委員会は、神奈川県の全庁で利

用する「行政情報ネットワーク」とは別に、平成 17 年度に県教育委員会が管理

運営する新たなネットワーク「教育委員会ネットワーク」を構築した。 

 

（２） 県教育委員会が利用するネットワークの概要 

こうしたことから、現在、県教育委員会では、「行政情報ネットワーク」と「教

育委員会ネットワーク」の独立した２つのネットワークを利用している。「行政情

報ネットワーク」は総務局が運用管理しており、教育局（出先機関を含む）の全

職員と県立学校の事務職員（以下「事務職員」）、県立学校の校長、副校長、教頭

（以下「県立学校管理職」）が利用している。「教育委員会ネットワーク」は教育

局が運用管理しており､教育局の総務室等の関係職員、県立学校管理職及び教員等

が利用している。 

ネットワーク 扱っている情報 

行政情報ネットワーク 事務職員及び県立学校管理職が作成した行政文書等 

教育委員会ネットワーク 
【校務用】教員等が作成した教材や文書、成績情報等 

【教育用】生徒の作品等 

その他、教育委員会の所管機関や社会教育施設においても、システムやサーバ

が教育委員会ネットワークを利用している。 

また、近年では、民間のクラウド等サービスの利用が進み、どちらのネットワ

ークにも所属しないシステムも利用している。 

クラウド等サービス 扱っている情報 

近代美術館美術情報システム 所蔵作品情報等(提供者情報等を含む) 

子ども一人ひとりの学びづくり支援システム 教材等（個人情報は含まない） 

教員免許管理システム 教員免許情報等 

 

（３） 行政情報ネットワークについて 

県職員（教員を除く）が利用するパソコンやプリンタ、サーバ等が接続された

ネットワークのこと。県教育委員会で利用している行政情報ネットワークには、

ファイル共有サーバ、奨学金貸付償還管理システム、授業料徴収システム等があ

る。なお、奨学金貸付償還管理システム、授業料徴収システム、新健康管理シス

テムの３つのシステムについては、富士通に管理を委託しているサーバの機能を

利用している。 
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システム及びサーバ名 扱っている情報等 

ファイル共有サーバ 

（※今回の事案のサーバ） 

事務職員及び県立学校管理職が作成した

行政文書等 

奨学金貸付償還管理システム 奨学金利用者情報等 

授業料徴収システム 県立高校等生徒情報等 

新健康管理システム 県立学校職員の健康情報等 

 

（４）教育委員会ネットワークについて 

 教員等が利用するパソコンやプリンタ、サーバ等が接続されたネットワークの

こと。教育委員会ネットワークは教員が校務で利用する校務用と教員と生徒が授

業で利用する教育用に分かれている。教育委員会ネットワークを構成するシステ

ムは公開情報のみを扱うコンテンツ管理システムや技術的支援を行うネットワ

ークシステム等、計 18 のシステムがあり、その中でも個人情報を扱っているシ

ステムは次の通り。 

 個人情報を扱うシステム及びサーバ名 扱っている情報等 

校務用 

ファイル共有サーバ 県立学校の教材、文書等 

重要情報管理サーバ 重要度の高い個人情報 

成績処理支援システム 県立高校の生徒成績情報等 

単位制高等学校運営支援システム 県立高校の生徒成績情報等 

通信制高校運営総合情報システム 通信制高校の生徒履修状況等 

入学者選抜採点システム 入学者選抜に関する情報等 

教育用 
パソコン教室用サーバ 生徒の作品等 

学校図書館書籍管理システム 書籍情報（利用者情報を含む） 

 その他、教育委員会の所管機関や社会教育施設においても、この教育委員会ネ

ットワークを利用している。 

個人情報を扱うシステム及びサーバ名 扱っている情報等 

総合教育センター研修系サーバ 研修講座資料、教材等 

総合教育センター事業系サーバ 研修講座資料、学校向け文書等 

生涯学習情報システム 研修情報等(受講者情報を含む) 

神奈川県図書館情報ネットワーク 書籍情報（利用者情報を含む） 

博物館情報システム 所蔵品情報等(提供者情報を含む) 

 

（５）現在のリース契約満了時の処理について 

〇 教育委員会ネットワークのうち、ネットワークセンターと県立学校に設置して

いるサーバ等については、リース契約満了時に教育局の職員及び学校の教員等が

ハードディスクのデータ消去ソフトでデータを削除した上で、リース会社に引き

渡している。 
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〇 また、一部の契約においてはリース会社からデータ消去証明書を提出させ、職

員が確認することになっている。 

〇 さらに、各県立学校に設置しているサーバについては、暗号化機能によりデー

タ全体を暗号化しているため、暗号化した状態で返却する契約になっている。 

〇 総合教育センター、県立図書館、歴史博物館等に設置しているサーバ等につい

ては、返却時に職員がデータを消去する作業は行っていないが、リース会社がデ

ータ消去作業を行ったうえでデータ消去証明書を提出し、職員がその内容を確認

している。 

〇 クラウド等の利用については、利用が終了した際に、データ消去証明書を提出

し、職員がその内容を確認している。 

 

２ リース期間が満了して機器を返却した契約について 

（平成28年度から現在までにリース期間が満了となった契約のうち、令和元年12月12日時点の把握状況）   

契約名 リース会社 
リース期間 
終了期日 

サーバ 
台数 

ＰＣ 
台数 

消去方法 

消去 
証明書 

自 
前 
※ 
１ 

業
者 
※
2 

県立高校IT活用教育用パソコン賃
貸借 

富士通リース 
（※４） 

令和元年8月  762 〇 〇 
請求中 
（※３） 

県立専門高校（汎用）パーソナルコ
ンピュータシステム機器賃貸借 

富士通リース 令和元年7月  164 〇 〇 請求中 

神奈川総合産業高校CALL教室、マ

ルチメディア教室 
富士通リース 令和元年8月 3 53 〇 〇 請求中 

川崎工科高校画像編集室 富士通リース 令和元年9月 1 41 〇 〇 請求中 

川崎工科高校情報メディアコース
実習機器賃貸借 

富士通リース 平成30年3月 1 44 〇 〇 請求中 

横浜桜陽高校情報 B 教室他パソコ
ンシステム賃貸借 

富士通リース 平成28年7月 1 41 〇 〇 請求中 

横浜旭陵高等学校情報 B 教室ほか
用パソコン賃貸借 

リコーリース 平成29年8月 3 93 〇 〇 請求中 

川崎高校コンピュータA、CALL、メ

ディア教室  
リコーリース 令和元年8月 4 91 〇 〇 請求中 

神奈川総合高校コンピュータ A 教

室 
リコーリース 令和元年8月 2 41 〇 〇 請求中 

金沢総合高校コンピュータ室 リコーリース 令和元年8月 4 105 〇 〇 請求中 

大師高校コンピュータA教室  リコーリース 令和元年8月 4 62 〇 〇 請求中 

厚木清南高等学校マルチメディア
教室ほか用パソコン賃貸借 

リコーリース 平成29年8月 4 105 〇 〇 請求中 

神奈川総合高等学校情報 A 教室用
パソコン賃貸借 

リコーリース 平成29年8月 2 41 〇 〇 請求中 

生田高等学校第 2 コンピュータ教
室パソコンシステム賃借 

リコーリース 平成29年5月 1 21 〇 〇 請求中 

川崎高等学校コンピュータ教室ほ
か用パソコン賃貸借 

リコーリース 平成29年8月 4 109 〇 〇 請求中 

大師高等学校CALL教室パソコンシ
ステム賃貸借 

リコーリース 平成29年７月 1 21 〇 〇 請求中 

総合産業教育パーソナルコンピュ
ータ賃貸借 

リコーリース 平成30年3月 2 149 〇 〇 請求中 

大師高校情報A・C教室用機器賃貸
借 

リコーリース 平成30年8月 1 62 〇 〇 請求中 
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契約名 リース会社 
リース期間 
終了期日 

サーバ 
台数 

ＰＣ 
台数 

消去方法 

消去 
証明書 

自 
前 
※ 
1 

業
者 
※
2 

座間総合高校CALL教室Ａ他パソコ
ンシステム賃貸借 

リコーリース 平成28年6月 1 43 〇 〇 請求中 

鶴見総合高等学校CALL教室ほか用
パソコン賃貸借 

日通商事 平成29年8月 3 42 〇 〇 請求中 

藤沢総合高校コンピュータスタジ
オ用パソコン賃貸借 

日通商事 平成30年8月  21 〇 〇 請求中 

相模原総合高校コンピュータ教室
Ｂほかパソコン賃貸借 

日通商事 平成28年9月 3 41 〇 〇 請求中 

平塚湘風高校情報教室 C パソコン
システム賃貸借 

日通商事 平成28年2月 1 25 〇 〇 請求中 

単位制高等学校運営システム 日通商事 平成30年1月 2 40 〇 〇 請求中 

中等教育学校運営支援システム 
三井住友トラス
ト・パナソニック
ファイナンス 

平成31年2月  60 〇 〇 請求中 

県立横浜桜陽高校他１校コンピュ
ータ教室用機器賃貸借 

NECキャピタルソ
リューション 

令和元年7月 1 62 〇 〇 請求中 

神奈川県立吉田島総合高等学校
CALL 教室コンピュータシステム用
機器賃貸借 

NECキャピタルソ
リューション 

平成30年3月 1 41 〇 〇 請求中 

白山高等学校マルチメディア教室
パソコン賃貸借 

NECキャピタルソ
リューション 

平成29年7月 1 25 〇 〇 請求中 

大師高校コンピュータ B 教室パソ
コン賃貸借 

NTTファイナンス 平成28年4月 1 41 〇 〇 請求中 

神奈川県生涯学習情報システム 日立キャピタル 平成30年8月 3 7 - 〇 確認済み 

奨学金貸付償還管理システム 日立キャピタル 平成30年11月 1  - 〇 
確認済み 
(※5) 

川崎工科高等学校原子吸光分光高
度計 

日立キャピタル 平成29年8月  2 〇 〇 請求中 

川崎工科高校ロボットシステムコ
ース実習機器賃貸借 

日本電子計算機 平成30年3月 1 45 〇 〇 請求中 

平塚ろう学校用パソコン 有隣堂 平成30年11月  6 〇 〇 請求中 

特別支援学校情報教育機器 JECC 平成31年8月 2  〇 〇 請求中 

博物館情報システム 
東京センチュリー

リース 
平成28年9月 5 30 - 〇 確認済み 

 
（※１）「自前」の欄の〇印は、教育局又は県立学校が業者に渡す前にデータ消去を実施 
（※２）「業者」の欄の〇印は、リース会社においてデータ消去を実施 
（※３）「請求中」とは、事前に教育局及び県立学校においてデータを消去しているが、契約上

はさらに業者においても消去することとしている。しかし、この契約ではデータ消去証
明書の提出を求めていないが、現在、業者にデータ消去証明書を請求している。 

（※４） 富士通リースに返却したハードディスクのデータ消去作業の依頼先はブロードリンク
社である。他のリース会社のデータ消去作業の依頼先は多様であり、現在リース会社に
その依頼先について確認するよう要請している。 

（※５）平成 30 年 11 月にリース期間が満了した奨学金貸付償還管理システムについては、現
在、データ消去作業が完了し、データ消去証明書を作成中であることをリース会社から
確認を得ている。なお、このシステムについては平成30 年 12 月から富士通に管理運
営を委託している。 
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３ 県教育委員会の対応 

（１） これまでの対応 

12 月 6 日   リース契約満了により返却したハードディスクが盗難に遭

ったことが報道 

同日      広報官会議（緊急開催）にて、全庁で新聞報道の内容につ

いて情報共有を行う。その後、総務局において記者発表 

同日       教育局内で「対策会議」を開催 

教育長より情報収集と今後の対応を指示 

教育局各所属にリース契約等について照会 

以降、総務局から随時、情報収集 

同日       教育局内で「対策会議」を開催 

以降、随時「対策会議」を開催 

12月10日 総務局が全庁にリース契約等について照会 

   12月11日    企画調整担当課長会議にて全庁で情報共有 

12月12日 総務局が全庁にリース契約等について追加照会 

 

（２） 現在の対応 

〇 教育委員会ネットワークに関係する富士通リースからブロードリンク社に

データ消去の指示をしたハードディスクの現状を調査し、12月6日に富士通

リースに対して、データ消去証明書を確認していないものは提出を依頼した。

現在も引き続き証明書の提出を求めている。 

〇 富士通リース以外のリース会社の各社のうち、現在請求中のリース会社に

ついてハードディスクの現状の確認を求めている。 

 

（３）今後の対応 

〇 今後、全庁調査と併せ、引き続き調査・確認を行っていく。 

〇 リース契約終了時のハードディスク引き渡し方法については、知事部局の

対応に合わせ、本県職員が立ち合いのもと、ハードディスク等データ記憶装

置を物理破壊させるよう、契約の見直しを行う。 



教育用
パソコン

校務
パソコン

⾏政用
パソコン

⾏政用
パソコン

事務職員 県立学校管理職 児童・生徒教員等

教育委員会ネットワーク⾏政情報ネットワーク

ファイル共有
サーバ

ファイル共有
サーバ

成績処理支援
システム等

パソコン教室用
サーバ

学校図書館書籍
管理システム

県教育委員会が利用する２つのネットワークの概要

校
務
用

教
育
用

県教育委員会では、それぞれ独立した、全庁の行政情報ネットワークと教育委員会独自で運用してい
る教育委員会ネットワークの２つのネットワークを利用している。行政情報ネットワークは総務局が運
用管理しており、教育局（出先機関を含む）の全職員と県立学校の事務職員（以下「事務職員」）、県
立学校の校⻑、副校⻑、教頭（以下「県立学校管理職」）が利用している。教育委員会ネットワークは
教育局が運用管理しており､教育局の総務室等の関係職員、県立学校管理職及び教員等が利用している。

総務局が運用管理 教育局が運用管理

ネットワーク 主なシステム及びサーバ名 扱っている情報等

行政情報ネットワーク

ファイル共有サーバ
（※今回の事案のサーバ）

事務職員及び県立学校管理職が作
成した行政文書等

奨学金貸付償還管理システム 奨学金利用者情報等
授業料徴収システム 県立高校等生徒情報等
新健康管理システム 県立学校職員の健康情報等

教育委員会
ネットワーク

校務用

ファイル共有サーバ 県立学校の教材、文書等
重要情報管理サーバ 重要度の高い個人情報
成績処理支援システム 県立高校の生徒成績情報等
単位制高等学校運営支援システム 県立高校の生徒成績情報等
通信制高校運営総合情報システム 通信制高校の生徒履修状況等

教育用 パソコン教室用サーバ 生徒の作品等
学校図書館書籍管理システム 書籍情報（利用者情報を含む）

研修系 総合教育センター研修系サーバ 研修講座資料、教材等
事業系 総合教育センター事業系サーバ 研修講座資料、学校向け文書等

社会教育
施設

生涯学習情報システム（PLANETかながわ） 研修情報等(受講者情報を含む)
神奈川県図書館情報ネットワーク(KL-NET) 書籍情報（利用者情報を含む）
博物館情報システム 所蔵品情報等(提供者情報を含む)

クラウド等サービス
近代美術館美術情報システム 所蔵作品情報等(提供者情報等を含む)
子ども一人ひとりの学びづくり支援システム 教材等（個人情報は含まない）
教員免許管理システム 教員免許情報等

教育委員会が利用する主なシステム及びサーバ

県立学校管理職・教員等
教育局の総務室等の関係職員

奨学金貸付償還
管理システム

授業料徴収システム
新健康管理システム

（※今回の事案
のサーバ）

（参考）

※ その他、教育委員会の所管機関や社会教育施設においても、この教育委員会ネットワークを利用している。
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ハードディスク返却の流れ

クラウド等サービス利用のためサーバ返却不要

利用形態
行政情報ネットワーク

教育委員会ネットワーク

ブ
ロ
ー
ド
リ
ン
ク

デ
ー
タ
消
去
業
者

ネットワークセンターネットワークセンター

県立学校県立学校

県立図書館・川崎図書館・金沢文庫県立図書館・川崎図書館・金沢文庫

歴史博物館・生命の星地球博物館歴史博物館・生命の星地球博物館

総合教育センター総合教育センター

校務用

教育用

返却 データ消去
を指示

事務職員

県立学校管理職

教員等

児童・生徒

職員・受講者
データ消去証明書を確認

職員・利用者

職員・利用者

職員・利用者

職員・利用者

職員

リ
ー
ス
会
社

返却

返却

返却
データ消去

を指示

返却 データ消去
を指示

返却

返却 データ消去
を指示

データ消去
証明書の提出

富
士
通
リ
ー
ス

・ファイル共有サーバ
・重要情報管理サーバ
・成績処理支援システム
・単位制高等学校運営

支援システム 他

・PC教室用サーバ
・教育用パソコン

・校務パソコン
・所属サーバ
・入選用パソコン

・研修系サーバ
・研修系パソコン
・事業系サーバ
・事業系パソコン

・生涯学習情報システム
（PLANET かながわ）
・神奈川県図書館情報
ネットワーク（KL-NET）

・博物館情報システム

近代美術館 美術情報システム

子ども教育支援課 子ども一人ひとりの学びづくり支援システム【個人情報なし】

教職員企画課 教員免許管理システム

データ消去
証明書の提出

（※２）

データ消去証明書を確認

データ消去証明書を確認

データ消去
証明書の提出

教員がデータ消去ソフトでデータ消去

データ消去証明書を確認（※２）

教育局職員がデータ消去ソフトでデータ消去

データ消去証明書を確認（※２）

（※１）：現在契約中の返却方法
（※２）：現在契約中（一部）の確認方法

暗号化状態で返却（※１）

教員がデータ消去ソフトでデータ消去

データ消去証明書を確認（※２）
暗号化状態で返却（※１）

暗号化状態で返却（※１）

データ消去
を報告

データ消去
を指示

データ消去
を報告

データ消去
を指示

データ消去
証明書の提出

（※２）

データ消去
を報告

データ消去
を報告

データ消去
証明書の提出

（※２）

データ消去
を報告

データ消去
を指示

データ消去
を報告

データ消去
証明書の提出

データ消去
証明書の提出

データ消去
を報告

暗号化状態で返却（※１）・ファイル共有システム
（※今回の事案のサーバ）

総務局職員がHDDを初期化して返却

データ消去証明書を確認

・奨学金貸付償還管理システム
・授業料徴収システム
・新健康管理システム

、３つのシステムについては、
富士通に管理を委託してい
るサーバの機能を利用
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